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告　
示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
（
二
〇
四
・
税
務

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
（
二
〇
五
・
農
山
村
振
興
課
）
…
…
…
１

　
　
公　
告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
環
境
整
備
課
）
…
…
２

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
鹿
角
地
域
振
興
局

　

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

○
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

○
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

○
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
会
計
管
財

　

課
）
二
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

　
　
公
安
委
員
会
告
示

○
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
実
施
（
四
〇
・
生

　

活
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
二
百
四
号

　

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の

四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の

指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年

秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

氏
名
又
は
名
称　

太　

田　

雅　

子

二　

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地　

仙
北
市
角
館
町
下
新
町
二
十

三　

指
定
取
消
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
の
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
二
十
年
度
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画

を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　

秋
田
市

　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　

秋
田
市
雄
和
平
尾
鳥
字
馬
落
ほ
か
七
字

　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

二
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　

能
代
市

　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　

能
代
市
二
ツ
井
町
字
家
後
ほ
か
五
字

　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

三
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　

横
手
市

　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　

横
手
市
金
沢
中
野
・
安
本
・
金
沢
・
金
沢
本
町
・
増
田
町
亀
田
・
平

鹿
町
浅
舞
・
平
鹿
町
中
吉
田
・
雄
物
川
大
沢
・
雄
物
川
町
今
宿
・
十
文

字
町
仁
井
田
・
十
文
字
町
・
山
内
筏
字
岩
瀬
ほ
か
六
十
四
字

　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

四
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　

大
館
市

　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　

大
館
市
早
口
字
高
岨
沢
口
ほ
か
一
字

　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

五
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　

男
鹿
市

　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　

男
鹿
市
船
川
港
椿
字
金
山
沢
・
台
島
字
土
坂
・
女
川
字
五
輪
田

　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

六
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　

湯
沢
市

　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　

湯
沢
市
秋
ノ
宮
・
皆
瀬
・
駒
形
町
字
大
倉
下
北
田
ほ
か
百
十
字

　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

七
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　

鹿
角
市

　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　

鹿
角
市
十
和
田
毛
馬
内
・
十
和
田
岡
田
・
十
和
田
大
湯
・
十
和
田
山

根
字
外
久
保
ほ
か
六
十
字

　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

八
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　

由
利
本
荘
市

　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　

由
利
本
荘
市
大
簗
・
滝
ノ
沢
・
矢
島
町
川
辺
・
矢
島
町
木
在
・
東
由

利
田
代
・
東
由
利
黒
渕
字
段
ノ
下
ほ
か
二
十
八
字

　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

九
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　

大
仙
市

　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　

大
仙
市
刈
和
野
・
協
和
船
岡
・
太
田
町
永
代
・
太
田
町
川
口
字
幅
ほ

か
十
六
字

　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

十
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　

に
か
ほ
市

　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　

に
か
ほ
市
飛
・
前
川
・
黒
川
字
千
刈
ほ
か
六
十
四
字

　

㈢　

調
査
機
関

　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
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で

十
一
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　
　

仙
北
市

　
　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　
　

仙
北
市
角
館
町
山
谷
川
崎
・
角
館
町
西
長
野
字
野
田
ほ
か
三
字

　
　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

十
二
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　
　

藤
里
町

　
　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　
　

藤
里
町
粕
毛
字
室
岱
ほ
か
七
字

　
　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

十
三
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　
　

八
峰
町

　
　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　
　

八
峰
町
峰
浜
石
川
・
峰
浜
内
荒
巻
・
峰
浜
沼
田
・
峰
浜
田
中
・
八

森
字
御
所
の
台
ほ
か
十
六
字

　
　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

十
四
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　
　

美
郷
町

　
　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　
　

美
郷
町
金
沢
西
根
字
上
石
町
ほ
か
十
字

　
　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

十
五
㈠　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　
　
　

羽
後
町

　
　

㈡　

調
査
地
域

　
　
　
　

羽
後
町
杉
宮
・
貝
沢
字
京
塚
ほ
か
七
字

　
　

㈢　

調
査
期
間

　
　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

㈠　

役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　
　

能
代
産
業
廃
棄
物
処
理
セ
ン
タ
ー
汚
泥
除
去
業
務
委
託　

一
式

　

㈡　

役
務
の
仕
様
等

　
　
　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

㈢　

履
行
期
間

　
　
　

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
十
九
日
（
金
）
ま
で

　

㈣　

履
行
場
所

　
　
　

能
代
市
浅
内
字
上
ノ
山
地
内

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

　

㈡　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

百
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
移
動
式
汚
泥
脱
水

施
設
）
の
設
置
に
係
る
秋
田
県
知
事
の
許
可
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬

業
（
汚
泥
）
に
係
る
秋
田
県
知
事
の
許
可
及
び
産
業
廃
棄
物
処
分
業

（
汚
泥
）
に
係
る
秋
田
県
知
事
の
許
可
を
有
す
る
こ
と
。

　

㈢　

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

　

㈠　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並

び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

郵
便
番
号
〇
一
〇
│
八
五
七
〇　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
環
境
整
備
課
（
電
話
番
号
〇
一
八
│
八
六

〇
│
一
六
二
五
）

　

㈡　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

　
　
　

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
二
十
年
四

月
二
十
二
日
（
火
）
か
ら
同
年
五
月
二
十
九
日
（
木
）
ま
で
の
期
間
、

㈠
の
場
所
に
お
い
て
随
時
交
付
す
る
。

四　

入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
日
（
火
）
午
前
十
一
時

　
　

秋
田
県
庁
地
下
一
階　

会
計
管
財
課
入
札
室

五　

入
札
保
証
金

　
　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六　

そ
の
他

　

㈠　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
　
　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

　

㈡　

入
札
の
方
法

　
　
　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ

ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を

入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

㈢　

入
札
の
無
効

　
　
　

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

㈣　

落
札
者
の
決
定
方
法

　
　
　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入

札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

　

㈤　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

㈥　

提
出
書
類
等

　
　
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入

札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ

と
。

　

㈦　

そ
の
他

　
　
　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
小
坂
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及

び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

　
　

Sum
m

ary
　

　
１

　
N

ature　
and　

quantity　
of　

the　
service　

to　
be

　
　

　
required：

Rem
oval　

and　
disposal　

of　
the　

industrial
　

　
　

w
aste（

Sludge）
１

　
set

　
　

２
　

T
im

e-lim
it　

of　
tender：

11:00　
ａ

.ｍ
.　

３
　

June，
　

　
　

2008
　

　
３

　
Contact　

point　
for　

the　
notice:Environm

ent
　

　
　

M
anagem

ent　
D

ivision，
D

epartm
ent　

of　
Living，

　
　

　
Environm

ent　
and　

Culture，
A

kita　
Prefectural　

　
　

　
Governm

ent，
4-1-1　

Sanno，
A

kita　
City，

A
kita　

　
　

　
Prefecture　

010-8570，
Japan　

T
EL：

018-860-1625
　

　
　

（
Japanese　

only）
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秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

鹿
角
郡
小
坂
町
大
地
字
上
前
田
二
番
地　
　
　
　
　
　
　

亀
田
三
次
郎

二　

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

鹿
角
郡
小
坂
町
大
地
字
上
前
田
二
一
番
地
二　
　
　
　
　

亀
田　

貫
一

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
能
代
市
東
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に

つ
い
て
、
平
成
二
十
年
四
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

仁
井
田
堰
土
地
改
良
区

　
　

認
可
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
十
四
日

二　

昭
和
土
地
改
良
区

　
　

認
可
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
十
四
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
つ
き
、
そ
の
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の

で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
種
沢
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
十
二
日

二　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
井
川
東
部
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
つ
き
、
そ
の
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た

の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
奥
羽
南
部
第
四
地
区
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財

源
身
替
農
道
整
備
事
業
（
農
免
農
道
）
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日

二　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
奥
羽
南
部
第
四
・
二
期
地
区
農
林
漁
業
用
揮
発

油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業
（
農
免
農
道
）
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
六
日

三　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
鉢
山
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
（
た
め
池
）
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
十
日

四　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
二
瀬
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
（
用
排
水
）
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

五　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
境
町
北
部
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
六
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の

で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

入
札
に
付
す
る
物
件
の
所
在
地
、
面
積
等

二　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
参
加
申
込
書
の
交
付
の
場
所
及
び
期

間

三　

入
札
執
行
の
場
所
及
び
日
時

四　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
　

入
札
参
加
申
込
書
を
二
に
掲
げ
る
期
間
内
に
二
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出

し
た
者
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）

番
号

所
在
地

地
目
等

面
積
（
㎡
）

予
定
価
格
（
円
）

一

秋
田
市
仁
井

田
新
田
一
丁

目
百
四
十
三

番
十
六

宅　

地
一
、
〇
一
三
・

〇
六

三
二
、
〇
九
四
、

〇
〇
〇

二

北
秋
田
市
大

町
百
三
番

宅　

地
九
八
七
・
九
二

一
六
、
七
九
〇
、

〇
〇
〇

三

大
館
市
字
相

染
沢
中
岱
百

三
十
九
番
十

三
、
百
三
十

九
番
十
四
、

百
三
十
九
番

十
五
、
百
三

十
九
番
二
十

三

宅　

地
二
、
二
五
六
・

一
一

一
二
、
二
〇
〇
、

〇
〇
〇

番　

号

場　
　
　

所

期　
　
　

間

一

秋
田
県
会
計
管
財
課
財
産

管
理
班
（
電
話
〇
一
八
│

八
六
〇
│
二
七
三
六
）

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二

（
火
）
か
ら
同
年
五
月
十

二
日
（
月
）
ま
で
（
日

曜
日
及
び
土
曜
日
を
除

く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

二

秋
田
県
北
秋
田
地
域
振
興

局
総
務
経
理
課
（
電
話
〇

一
八
六
│
六
二
│
一
二
五

一
）

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二

（
火
）
か
ら
同
年
五
月
十

四
日
（
水
）
ま
で
（
日

曜
日
及
び
土
曜
日
を
除

く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

三

秋
田
県
北
秋
田
地
域
振
興

局
総
務
企
画
部
大
館
事
務

所
（
電
話
〇
一
八
六
│
四

九
│
二
二
一
四
）

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二

（
火
）
か
ら
同
年
五
月
十

四
日
（
水
）
ま
で
（
日

曜
日
及
び
土
曜
日
を
除

く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

番　

号

場　
　
　

所

日　
　
　

時

一

秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財

課
入
札
室

平
成
二
十
年
五
月
十
三
日

（
火
）
午
前
十
時
三
十
分

二

秋
田
県
北
秋
田
地
域
振
興

局
庁
舎　

第
二
会
議
室

平
成
二
十
年
五
月
十
五
日

（
木
）
午
前
十
一
時

三

秋
田
県
大
館
地
区
総
合
庁

舎　

大
会
議
室

平
成
二
十
年
五
月
十
五
日

（
木
）
午
後
一
時
三
十
分
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五　

入
札
参
加
申
込
み
に
必
要
な
書
類
等

　

㈠　

個
人
の
場
合

　
　
　

印
鑑
、
住
民
票
の
写
し
及
び
身
分
証
明
書
（
本
籍
地
の
市
町
村
長
が

発
行
す
る
も
の
）

　

㈡　

法
人
の
場
合

　
　
　

法
人
の
代
表
者
印
、
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

六　

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
保
証
金
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
と
し
、
現
金
又
は
銀
行

の
支
払
保
証
を
な
し
た
持
参
人
払
小
切
手
を
も
っ
て
入
札
時
に
納
入
す
る

も
の
と
す
る
。

七　

入
札
の
無
効

　
　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　

な
お
、
郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
は
、
認
め
な
い
。

八　

そ
の
他

　
　

詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財
課
（
電
話
○
一
八
│
八

六
○
│
二
七
三
六
）
に
照
会
の
こ
と
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の

で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

入
札
に
付
す
る
物
件
の
所
在
地
、
面
積
等

二　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
参
加
申
込
の
場
所
及
び
期
間

三　

入
札
執
行
の
場
所
及
び
日
時

四　

開
札
日
時

五　

入
札
の
方
法

　
　

公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
価
格
を
登
録
す
る
。

　
　

な
お
、
こ
の
登
録
は
一
回
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

六　

現
地
説
明
を
行
う
場
所
及
び
日
時

七　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般

競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
又
は
同
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
個
人
又
は
法
人
で
あ
る
こ

と
。

　

㈡　

日
本
語
を
完
全
に
理
解
で
き
る
者
。

　

㈢　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム
で
公
開
す
る
秋
田
県
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
有
財
産
売
却
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
ヤ
フ
ー
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
に
関
連
す
る
規
約
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
承
諾
・
遵
守
す
る
者
。

　

㈣　

公
有
財
産
の
買
受
に
つ
い
て
一
定
資
格
、
そ
の
他
の
条
件
を
必
要
と

す
る
場
合
で
こ
れ
ら
の
資
格
を
有
す
る
者
。

　

㈤　

二
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
一
般
競
争
入
札
へ
の
申
込
み
を
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

八　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
申
し
込
み
等
に
関
す
る
事
項

　

㈠　

仮
申
込
み

　
　
　

一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
有
財
産
売
却
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
参
加
の
仮
申
込
み
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
。

　

㈡　

申
込
み
手
続
き

　
　
　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
申
込
み
手
続
き
は
、
㈠
に
よ
り
参
加
の
申
込

み
手
続
き
を
完
了
し
た
後
、
二
で
掲
げ
た
期
日
ま
で
に
所
定
の
申
込
書

に
よ
り
秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財
課
に
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
申

し
込
む
も
の
と
す
る
。

　
　
　

な
お
、
申
込
み
に
当
た
っ
て
は
入
札
保
証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

九　

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　

㈠　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
一
に
定
め
る
額
の
入
札
保
証
金

を
指
定
さ
れ
た
方
法
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

㈡　

落
札
者
の
納
付
し
た
入
札
保
証
金
は
、
契
約
保
証
金
に
充
当
す
る
も

の
と
す
る
。

　

㈢　

入
札
保
証
金
は
落
札
者
の
も
の
を
除
き
入
札
期
間
終
了
後
還
付
す

る
。

十　

契
約
に
関
す
る
事
項

　
　

落
札
者
は
、
平
成
二
十
年
六
月
二
十
三
日
（
月
）
ま
で
に
契
約
締
結
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
一　

売
払
代
金
の
納
入

　
　
　

契
約
を
締
結
し
た
者
は
、
当
該
契
約
締
結
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に

当
該
契
約
に
係
る
売
払
代
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
二　

入
札
の
無
効

　
　
　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六

十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

十
三　

落
札
者
の
決
定
の
方
法

　
　
　

入
札
期
間
終
了
後
、
秋
田
県
は
開
札
を
行
い
、
売
却
区
分
（
公
有
財

産
売
却
の
財
産
の
出
品
区
分
）
ご
と
に
、
公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム
に

よ
る
入
札
に
お
い
て
、
入
札
価
格
が
予
定
価
格
（
最
低
落
札
価
格
）
以

上
で
か
つ
最
高
価
格
で
あ
る
入
札
者
を
落
札
者
と
し
て
決
定
す
る
。
た

だ
し
、
入
札
価
格
が
最
高
価
格
で
あ
る
入
札
者
が
複
数
あ
る
場
合
は
、

く
じ
で
落
札
者
を
決
定
す
る
。

十
四　

そ
の
他

　
　
　

詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財
課
（
電
話
〇
一
八
│

八
六
〇
│
二
七
三
六
）
に
照
会
の
こ
と
。

番
号

所
在
地

地
目
等

面
積
（
㎡
）

 

予
定
価
格
（
円
）

 

入
札
保
証
金（
円
）

一

南
秋
田
郡
五

城
目
町
馬
場

目
字
蓬
内
台

九
二
番
七

宅　

地

二
七
六
・
五
九
八
三
五
、
〇
〇
〇

八
四
、
〇
〇
〇

番　

号

場　
　
　

所

期　
　
　

間

一

ヤ
フ
ー
株
式
会
社
の
提
供

す
る
公
有
財
産
売
却
シ
ス

テ
ム
（
以
下
「
公
有
財
産

売
却
シ
ス
テ
ム
」
と
い

う
。
）
に
よ
る

平
成
二
十
年
四
月
二
十
四

日
（
木
）
午
後
一
時
か
ら

同
年
六
月
三
日
（
火
）
午

後
二
時
ま
で

番　

号

場　
　
　

所

期　
　
　

間

一

公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム

に
よ
る

平
成
二
十
年
六
月
十
七
日

（
火
）
午
後
一
時

番　

号

場　
　
　

所

期　
　
　

間

一

公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム

に
よ
る

平
成
二
十
年
六
月
十
日

（
火
）
午
後
一
時
か
ら
同

年
六
月
十
七
日
（
火
）
午

後
一
時
ま
で

番　

号

現
地
説
明
を
行
う
場
所

現
地
説
明
を
行
う
日
時

一

南
秋
田
郡
五
城
目
町
馬
場

目
字
蓬
内
台
九
二
番
七

随
時

　
　
　
　
　
公
安
委
員
会
告
示

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
40号

　
銃

砲
刀

剣
類

所
持

等
取

締
法

（
昭

和
33年

法
律

第
６

号
）

第
５

条
の

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

猟
銃

及
び

空
気

銃
の

取
扱

い
に

関
す

る
講

習
会

を
実
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平
成
二
十
年
四
月
十
一
日
（
第
一
九
六
九
号
）
掲
載
の
人
事
委
員
会
訓
令

（
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
）

　

（
原
稿
誤
り
）

　

三　
　
　

上　
　
　

三
十
五　
　

公
布
の
日　
　
　
　

平
成
二
十
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
日

施
す

る
の

で
、

銃
砲

刀
剣

類
所

持
等

取
締

法
施

行
令

（
昭

和
33年

政
令

第
33

号
）

第
５

条
の

８
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

公
表

す
る

。
　

　
平

成
20年

４
月

22日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

芳
　

賀
　

京
　

子
　

１
　

実
施

年
月

日
　

　
平

成
20年

５
月

29日
（

木
）

午
前

９
時

か
ら

午
後

４
時

30分
ま

で
２

　
実

施
場

所
　

　
秋

田
市

山
王

五
丁

目
９

番
６

号
　

警
察

共
済

組
合

秋
田

県
宿

泊
所

　
ふ

き
み

会
館

３
　

講
習

科
目

及
び

講
習

時
間

数
　

　
猟

銃
及

び
空

気
銃

の
所

持
に

関
す

る
法

令
並

び
に

猟
銃

及
び

空
気

銃
の

使
用

、
保

管
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

５
時

間
実

施
す

る
。

４
　

受
講

定
員

　
　

40人
５

　
受

講
申

込
み

に
必

要
な

書
類

　
⑴

　
受

講
申

込
書

　
２

通
　
⑵

　
写

真
　

２
枚

　
　

　
写

真
は

、
受

講
申

込
書

を
提

出
す

る
前

６
月

以
内

に
撮

影
し

た
無

帽
、

無
背

景
の

顔
写

真
で

大
き

さ
が

３
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

四
方

の
も

の
と

す
る

。
　

　
　

な
お

、
郵

送
に

よ
る

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

６
　

受
講

申
込

み
等

　
⑴

　
申

込
用

紙
の

交
付

　
　

　
各

受
付

場
所

に
お

い
て

交
付

す
る

。
　
⑵

　
受

付
期

間
　

　
　

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
休

日
（

国
民

の
休

日
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

23年
法

律
第

178号
）

第
３

条
に

規
定

す
る

休
日

を
い

う
。

）
を

除
き

、
平

成
20年

４
月

22日
（

火
）

か
ら

５
月

23日
（

金
）

ま
で

の
午

前
８

時
30分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

。
た

だ
し

、
定

員
40人

で
締

め
切

る
。

　
⑶

　
受

付
場

所
　

　
　

住
所

地
を

管
轄

す
る

県
内

の
各

警
察

署
７

　
講

習
手

数
料

　
　

6,800円
　

　
受

講
申

込
書

を
提

出
す

る
際

、
秋

田
県

証
紙

に
よ

り
納

付
す

る
こ

と
。

８
　

そ
の

他
　
⑴

　
講

習
終

了
後

考
査

を
行

い
、

講
習

に
係

る
事

項
を

修
得

し
た

と
認

め
ら

れ
る

者
に

対
し

、
講

習
修

了
証

明
書

を
交

付
す

る
。

　
⑵

　
講

習
に

つ
い

て
不

明
の

点
は

、
秋

田
県

警
察

本
部

生
活

安
全

部
生

活

環
境

課
危

険
物

対
策

係
（

電
話

018-863-1111内
線

3168）
又

は
県

内
の

各
警

察
署

生
活

安
全

係
（

秋
田

中
央

警
察

署
に

あ
っ

て
は

生
活

環
境

係
）

に
問

い
合

わ
せ

る
こ

と
。

 

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

　
　
　
　
　
正　
　
　
　
　
　
誤



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


